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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法令の趣旨に則して経営協議会及
び教育研究評議会並びに役員会の運
営を行うとともに，そのプロセスに
おいて研究科等のボトムアップ機能
にも十分配慮することを基本とし
て，総長による戦略的かつ機動的な
トップマネジメントを推進する。 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法人化後の新しい運営組織の下
で，研究科等のボトムアップ機能に
も十分配慮しつつ，引き続き，総長
の下で，戦略的かつ，機動的なトッ
プマネジメントを推進する。 

Ⅲ ・  総長のリーダーシップの下で，各総長室において企画･立案を行い，部局長
等連絡会議による学内の調整を図るなどして，以下の取組を行った。 
① 全学運用教員制度による教員の戦略的配置 
② 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応策の決定 
③ 第二期中期目標・中期計画策定大綱及び基本方針の策定 
④ 創成研究機構の設置の決定 
⑤ 画一的職種区分にとらわれない職種の設定 
⑥ 「ポイント制教員人件費管理システム」の柔軟化の実施及び第二期中期
目標期間における継続運用の決定 

⑦ 平成21年度年度計画の策定 
⑧ 留学生専門教育教員の再配置案の策定 

 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的な経営資源の配分シス
テムを構築し，効果的に運用する。 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的に経営資源を配分する
システムを効果的に運用する。 

 

Ⅲ ・ 「全学運用教員制度」を活用し新規性，先端性等特色ある教育研究プロジェ
クトや，学術的・社会的要請に応える組織再編成に繋がるものなどについて，
優先的にポストを配分した。 

・ 「重点配分経費」については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の
50％及び寄附金の５％を全学に留保し，総長重点配分事業として，第一体育館
の改修事業等に配分したほか，各総長室が企画立案した事項に資金配分を行っ
た。 

・ 研究科等における博士（後期）課程充足率，博士号学位授与率及び外部資金
受入状況を評価基準とする「傾斜配分制度」を引き続き実施した。 

・ 学外の研究機関等からの採用者であって，かつ，研究業績の特に優れた教員
に対して，着任時に教育研究活動の停滞を招くことなく円滑な移行が進められ
るよう，全学的見地から支援する「スタートアップ特別支援事業」を引き続き

 

中 
期 
目 
標 

① 法令及び学内措置により設置する運営組織を効果的・機動的に運営するとともに，研究科等のボトムアップ機能に配慮することなどにより，戦略的かつ機動的なトップ
マネジメントを推進する。 

② 研究科長等が，研究科等の実情に応じ，機動的かつ戦略的な研究科等の運営を行える体制を整備する。 
③ 事務職員が教員と一体となって大学運営業務に従事する体制を確立するための基盤を整備する。 
④ 限られた学内資源を効果的に活用し，教育研究の活性化等を図るため，その一部を留保し，総長のリーダーシップの下に，戦略的に配分するシステムを確立する。 
⑤ 社会の知見を活かしつつ，戦略的かつ機動的な法人の経営を推進するため，学外の有識者・専門家を必要に応じて登用する。 
⑥ 財務規律や業務運営の合理性等の確保に資するため，効率的な内部監査機能の充実を図る。 
⑦ 社団法人国立大学協会の場等を通じて，国立大学間の自主的な連携・協力を促進する。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ① 運営体制の改善に関する目標 

項 目 別 の 状 況 
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実施した。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
・  総長及び理事の迅速な意思決定と
円滑な業務執行を確保するととも
に，経営協議会及び教育研究評議会
における効果的・機動的な審議に資
するため，平成１６年度から学内措
置により以下の運営組織等を設置す
る。 
ア）  総長又は理事のリーダーシッ

プの下に，全学的業務に関し，
企画立案を主たる任務とする
「総長室」と円滑な業務処理を
主たる任務とする「全学委員
会」を設置する。その際，法人
化前の各種学内委員会をその
まま引き継ぐことなく，その任
務・構成を見直すなどして真に
必要なものに精選するほか，審
議プロセスの効率化を図る。 

イ） 総長又は理事の業務遂行を機
動的に補助するため，役員補佐
制度を設ける。 

ウ） 総長又は理事と研究科等の長
とが十分な意思疎通等を行い，
全学的業務に係る効果的な企画
立案や全学的な運営方針の円滑
な具体化に寄与することを任務
とする連絡調整組織を設置す
る。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
・ 研究科長等のリーダーシップの下
で，全学的な運営方針を踏まえつ
つ，自律的な教育研究活動の改善や
研究科等の運営を行えるようにする
ため，平成１６年度から研究科等の
規模等に応じ副研究科長等を置くこ
とができる制度を設けるとともに，

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  
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研究科等の必要に応じてアドバイザ
リーボードを置くなどして，研究科
長等の補佐体制を整備する。 

【5】 
・ 研究科長等の迅速な意思決定や機
動的な業務執行に資するため，教授
会の審議事項を教育研究に関する重
要事項に精選するとともに，研究科
等の実情に応じて，代議員会や専門
委員会の活用を一層促進する。 

【5】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，前
記②の「運営組織の効果的・機動的
な運営に関する具体的方策」に掲げ
る「全学委員会」や「総長室」の運
営に当たっては，構成メンバーとし
て適切な事務職員を参加させるほ
か，関連事務組織との密接な連携を
図る。 

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，
「全学委員会」や「総長室」の運営
に当たっては，引き続き構成メン
バーとして適切な事務職員を参加さ
せるほか，関連事務組織との密接な
連携を図る。 

Ⅲ ・ 各総長室及び全学委員会においては，その運営に当たり１名から４名の事務
職員が室員若しくは委員として参加するとともに，各室を担当する事務組織と
各総長室の連携の下で業務を遂行した。また，具体的な事項に関する検討や提
案を行うワーキンググループ等でも，教員だけではなく，事務職員がその構成
員となり，両者が協働して検討を行った。 

 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参画しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参加しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

Ⅲ ・ 事務職員の採用は，北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験合格者から
の採用を原則とし，当該試験での採用により適切な人材を得がたい場合には，
選考により採用を行うことを可能とし，必要な資質を有する職員の確保に努め
た。事務職員の人事管理に関しては，各職員の意欲・適性・能力等を勘案しつ
つ，男女の均等な機会や待遇の実質的な確保に努めるとともに，資質向上のた
めの階層別研修や専門別研修を実施した。また，事務職員の外国語研修につい
ては，学内における上級クラスの英語研修に加えて，アメリカ（モンタナ州立
大学ほか）及びスウェーデン（ストックホルム：日本学術振興会の学術交流事
業）への海外派遣を実施した。さらに包括的連携協力協定の人材育成に基づく
広報担当の業務研修として，平成20年４月から１年間株式会社電通東京本社
へ職員を派遣した。 

 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，総
長のリーダーシップの下に，以下の
ような資金，人員及びスペースに係
る学内資源を戦略的に配分するシス
テムを確立する。 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，新
総長のリーダーシップの下に，以下
のような資金，人員及びスペースに
係る学内資源を戦略的に配分するシ
ステムを適切に運用する。 

Ⅲ ・ 総長のリーダーシップの下に以下の様な取組を行った。 
ア） 重点配分経費については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の

50％及び寄附金の５％を全学資金として留保し，総長重点配分事業とし
て，厚生補導の充実のための施設改修事業に特に重点をおいて配分した
ほか，女性研究者支援事業の拡大や外国人研究者用宿泊施設の民間借り
上げなど各総長室が企画立案した重点事項に配分した。また，「博士（後
期）課程充足率」，「博士号学位授与率」及び「外部資金受入状況」を
評価基準とする傾斜配分を引き続き実施し，研究科等における教育研究
の活性度や改善のための取組の進捗状況に関する評価を予算配分に反
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法令の趣旨に則して経営協議会及
び教育研究評議会並びに役員会の運
営を行うとともに，そのプロセスに
おいて研究科等のボトムアップ機能
にも十分配慮することを基本とし
て，総長による戦略的かつ機動的な
トップマネジメントを推進する。 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法人化後の新しい運営組織の下
で，研究科等のボトムアップ機能に
も十分配慮しつつ，引き続き，総長
の下で，戦略的かつ，機動的なトッ
プマネジメントを推進する。 

Ⅲ ・  総長のリーダーシップの下で，各総長室において企画･立案を行い，部局長
等連絡会議による学内の調整を図るなどして，以下の取組を行った。 
① 全学運用教員制度による教員の戦略的配置 
② 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応策の決定 
③ 第二期中期目標・中期計画策定大綱及び基本方針の策定 
④ 創成研究機構の設置の決定 
⑤ 画一的職種区分にとらわれない職種の設定 
⑥ 「ポイント制教員人件費管理システム」の柔軟化の実施及び第二期中期
目標期間における継続運用の決定 

⑦ 平成21年度年度計画の策定 
⑧ 留学生専門教育教員の再配置案の策定 

 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的な経営資源の配分シス
テムを構築し，効果的に運用する。 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的に経営資源を配分する
システムを効果的に運用する。 

 

Ⅲ ・ 「全学運用教員制度」を活用し新規性，先端性等特色ある教育研究プロジェ
クトや，学術的・社会的要請に応える組織再編成に繋がるものなどについて，
優先的にポストを配分した。 

・ 「重点配分経費」については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の
50％及び寄附金の５％を全学に留保し，総長重点配分事業として，第一体育館
の改修事業等に配分したほか，各総長室が企画立案した事項に資金配分を行っ
た。 

・ 研究科等における博士（後期）課程充足率，博士号学位授与率及び外部資金
受入状況を評価基準とする「傾斜配分制度」を引き続き実施した。 

・ 学外の研究機関等からの採用者であって，かつ，研究業績の特に優れた教員
に対して，着任時に教育研究活動の停滞を招くことなく円滑な移行が進められ
るよう，全学的見地から支援する「スタートアップ特別支援事業」を引き続き

 

中 
期 
目 
標 

① 法令及び学内措置により設置する運営組織を効果的・機動的に運営するとともに，研究科等のボトムアップ機能に配慮することなどにより，戦略的かつ機動的なトップ
マネジメントを推進する。 

② 研究科長等が，研究科等の実情に応じ，機動的かつ戦略的な研究科等の運営を行える体制を整備する。 
③ 事務職員が教員と一体となって大学運営業務に従事する体制を確立するための基盤を整備する。 
④ 限られた学内資源を効果的に活用し，教育研究の活性化等を図るため，その一部を留保し，総長のリーダーシップの下に，戦略的に配分するシステムを確立する。 
⑤ 社会の知見を活かしつつ，戦略的かつ機動的な法人の経営を推進するため，学外の有識者・専門家を必要に応じて登用する。 
⑥ 財務規律や業務運営の合理性等の確保に資するため，効率的な内部監査機能の充実を図る。 
⑦ 社団法人国立大学協会の場等を通じて，国立大学間の自主的な連携・協力を促進する。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ① 運営体制の改善に関する目標 

項 目 別 の 状 況 
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実施した。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
・  総長及び理事の迅速な意思決定と
円滑な業務執行を確保するととも
に，経営協議会及び教育研究評議会
における効果的・機動的な審議に資
するため，平成１６年度から学内措
置により以下の運営組織等を設置す
る。 
ア）  総長又は理事のリーダーシッ

プの下に，全学的業務に関し，
企画立案を主たる任務とする
「総長室」と円滑な業務処理を
主たる任務とする「全学委員
会」を設置する。その際，法人
化前の各種学内委員会をその
まま引き継ぐことなく，その任
務・構成を見直すなどして真に
必要なものに精選するほか，審
議プロセスの効率化を図る。 

イ） 総長又は理事の業務遂行を機
動的に補助するため，役員補佐
制度を設ける。 

ウ） 総長又は理事と研究科等の長
とが十分な意思疎通等を行い，
全学的業務に係る効果的な企画
立案や全学的な運営方針の円滑
な具体化に寄与することを任務
とする連絡調整組織を設置す
る。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
・ 研究科長等のリーダーシップの下
で，全学的な運営方針を踏まえつ
つ，自律的な教育研究活動の改善や
研究科等の運営を行えるようにする
ため，平成１６年度から研究科等の
規模等に応じ副研究科長等を置くこ
とができる制度を設けるとともに，

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  
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研究科等の必要に応じてアドバイザ
リーボードを置くなどして，研究科
長等の補佐体制を整備する。 

【5】 
・ 研究科長等の迅速な意思決定や機
動的な業務執行に資するため，教授
会の審議事項を教育研究に関する重
要事項に精選するとともに，研究科
等の実情に応じて，代議員会や専門
委員会の活用を一層促進する。 

【5】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，前
記②の「運営組織の効果的・機動的
な運営に関する具体的方策」に掲げ
る「全学委員会」や「総長室」の運
営に当たっては，構成メンバーとし
て適切な事務職員を参加させるほ
か，関連事務組織との密接な連携を
図る。 

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，
「全学委員会」や「総長室」の運営
に当たっては，引き続き構成メン
バーとして適切な事務職員を参加さ
せるほか，関連事務組織との密接な
連携を図る。 

Ⅲ ・ 各総長室及び全学委員会においては，その運営に当たり１名から４名の事務
職員が室員若しくは委員として参加するとともに，各室を担当する事務組織と
各総長室の連携の下で業務を遂行した。また，具体的な事項に関する検討や提
案を行うワーキンググループ等でも，教員だけではなく，事務職員がその構成
員となり，両者が協働して検討を行った。 

 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参画しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参加しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

Ⅲ ・ 事務職員の採用は，北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験合格者から
の採用を原則とし，当該試験での採用により適切な人材を得がたい場合には，
選考により採用を行うことを可能とし，必要な資質を有する職員の確保に努め
た。事務職員の人事管理に関しては，各職員の意欲・適性・能力等を勘案しつ
つ，男女の均等な機会や待遇の実質的な確保に努めるとともに，資質向上のた
めの階層別研修や専門別研修を実施した。また，事務職員の外国語研修につい
ては，学内における上級クラスの英語研修に加えて，アメリカ（モンタナ州立
大学ほか）及びスウェーデン（ストックホルム：日本学術振興会の学術交流事
業）への海外派遣を実施した。さらに包括的連携協力協定の人材育成に基づく
広報担当の業務研修として，平成20年４月から１年間株式会社電通東京本社
へ職員を派遣した。 

 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，総
長のリーダーシップの下に，以下の
ような資金，人員及びスペースに係
る学内資源を戦略的に配分するシス
テムを確立する。 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，新
総長のリーダーシップの下に，以下
のような資金，人員及びスペースに
係る学内資源を戦略的に配分するシ
ステムを適切に運用する。 

Ⅲ ・ 総長のリーダーシップの下に以下の様な取組を行った。 
ア） 重点配分経費については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の

50％及び寄附金の５％を全学資金として留保し，総長重点配分事業とし
て，厚生補導の充実のための施設改修事業に特に重点をおいて配分した
ほか，女性研究者支援事業の拡大や外国人研究者用宿泊施設の民間借り
上げなど各総長室が企画立案した重点事項に配分した。また，「博士（後
期）課程充足率」，「博士号学位授与率」及び「外部資金受入状況」を
評価基準とする傾斜配分を引き続き実施し，研究科等における教育研究
の活性度や改善のための取組の進捗状況に関する評価を予算配分に反
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ア） 資金については，研究科等に
おける教育研究を維持する資金
の確保に留意しつつ，運営費交
付金並びに間接経費及び奨学寄
附金の一定割合を全学に留保
し，個別の事業内容をベースと
する重点配分と研究科等におけ
る教育研究の活性度や改善のた
めの取組の進捗状況に関する評
価をベースとする傾斜配分とに
分けて執行する。なお，傾斜配
分については，研究科等におけ
る教育研究の活性度を評価する
基準等を検討し，平成１８年度 
を目途に実施する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編
成，経営管理の推進に繋がるも
のなどについて，優先的に配分
する。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

ア） 資金については，引き続き研
究科等における教育研究を維持
する資金の確保に留意しつつ，
運営費交付金，間接経費及び奨
学寄附金の一定割合を全学資金
として留保し，総長が重点事項
として選定した事項及び各総長
室が企画立案した事項に重点的
に配分を行う。また，研究科等
における教育研究の活性度に関
する評価を指標とした傾斜配分
を適切に運用する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編制
に繋がるものなどについて優先
的に配分する「全学運用教員制
度」を適切に運用するとともに，
平成２１年度までに全学運用教
員枠を段階的に拡大し充実を図
る。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

映させた。 
イ） 総長の下に留保した教員に係る人件費（教員人件費積算総額の４％の

額（平成19年度から平成21年度までに段階的に５％まで拡大））を配分
する「全学運用教員制度」は，国立大学法人北海道大学全学運用教員規
程により適正な運用を行うこととしており，平成20年度は，同規程に基
づき，「文学研究科応用倫理研究教育センターの支援」，「医学研究科
連携研究センターの充実」，「病院の医療安全管理体制の充実」，「ス
ラブ研究センターの充実」，「量子集積エレクトロニクス研究センター
の充実」，「留学生センターの支援」，「先端生命科学研究院の支援」，
「公共政策大学院の支援」，「未来創薬・医療イノベーション拠点形成
の支援」，「知財・産学連携本部の支援」，「創成科学共同研究機構の
充実」，「評価室の円滑な運営」，「知的財産に関する学内連携強化」
に対し措置を行った。なお，同年度中の活用実績は，教授ポスト22，准
教授ポスト32，講師ポスト１，助教ポスト21及び格上げ９件の措置で
あった。 

ウ） スペースについては，工学部共用実験棟及び北キャンパス総合研究
棟５号館の改築工事，工学部Ｃ棟，医学部中研究棟，理学部３号館，
歯学部研究棟（Ｄ棟），教育学部研究棟及び農学部本館の改修工事に
おいて，共用面積を確保し，各学部の改修計画の進行により最終的に
目標の共用スペースを確保するよう整備を進めた。 
また北キャンパス総合研究棟２号館，旧看護師宿舎などにおいて共用

スペースを科学技術振興調整費によるプロジェクト研究や複数の研究
科等による共同研究に優先的に割り当てた。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・  社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・ 社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

Ⅲ ・ 社会の幅広い知見を大学経営に積極的に活かすため，法令の趣旨に則して，
役員のほか，経営協議会の委員に，企業の経営者・地域経済界など各界からの
有識者を引き続き迎え入れた。 

・ 経営協議会は，４回開催し，平成21年度概算要求，平成19年度決算，平成
21年度年度計画の重点事項（案），平成21年度予算編成方針（案），平成21
年度年度計画（案），平成21年度収入・支出予算書（案）などを審議したほ
か，本学の経営に関し意見交換を行った。 
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ア） 資金については，研究科等に
おける教育研究を維持する資金
の確保に留意しつつ，運営費交
付金並びに間接経費及び奨学寄
附金の一定割合を全学に留保
し，個別の事業内容をベースと
する重点配分と研究科等におけ
る教育研究の活性度や改善のた
めの取組の進捗状況に関する評
価をベースとする傾斜配分とに
分けて執行する。なお，傾斜配
分については，研究科等におけ
る教育研究の活性度を評価する
基準等を検討し，平成１８年度 
を目途に実施する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編
成，経営管理の推進に繋がるも
のなどについて，優先的に配分
する。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

ア） 資金については，引き続き研
究科等における教育研究を維持
する資金の確保に留意しつつ，
運営費交付金，間接経費及び奨
学寄附金の一定割合を全学資金
として留保し，総長が重点事項
として選定した事項及び各総長
室が企画立案した事項に重点的
に配分を行う。また，研究科等
における教育研究の活性度に関
する評価を指標とした傾斜配分
を適切に運用する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編制
に繋がるものなどについて優先
的に配分する「全学運用教員制
度」を適切に運用するとともに，
平成２１年度までに全学運用教
員枠を段階的に拡大し充実を図
る。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

映させた。 
イ） 総長の下に留保した教員に係る人件費（教員人件費積算総額の４％の

額（平成19年度から平成21年度までに段階的に５％まで拡大））を配分
する「全学運用教員制度」は，国立大学法人北海道大学全学運用教員規
程により適正な運用を行うこととしており，平成20年度は，同規程に基
づき，「文学研究科応用倫理研究教育センターの支援」，「医学研究科
連携研究センターの充実」，「病院の医療安全管理体制の充実」，「ス
ラブ研究センターの充実」，「量子集積エレクトロニクス研究センター
の充実」，「留学生センターの支援」，「先端生命科学研究院の支援」，
「公共政策大学院の支援」，「未来創薬・医療イノベーション拠点形成
の支援」，「知財・産学連携本部の支援」，「創成科学共同研究機構の
充実」，「評価室の円滑な運営」，「知的財産に関する学内連携強化」
に対し措置を行った。なお，同年度中の活用実績は，教授ポスト22，准
教授ポスト32，講師ポスト１，助教ポスト21及び格上げ９件の措置で
あった。 

ウ） スペースについては，工学部共用実験棟及び北キャンパス総合研究
棟５号館の改築工事，工学部Ｃ棟，医学部中研究棟，理学部３号館，
歯学部研究棟（Ｄ棟），教育学部研究棟及び農学部本館の改修工事に
おいて，共用面積を確保し，各学部の改修計画の進行により最終的に
目標の共用スペースを確保するよう整備を進めた。 
また北キャンパス総合研究棟２号館，旧看護師宿舎などにおいて共用

スペースを科学技術振興調整費によるプロジェクト研究や複数の研究
科等による共同研究に優先的に割り当てた。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・  社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・ 社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

Ⅲ ・ 社会の幅広い知見を大学経営に積極的に活かすため，法令の趣旨に則して，
役員のほか，経営協議会の委員に，企業の経営者・地域経済界など各界からの
有識者を引き続き迎え入れた。 

・ 経営協議会は，４回開催し，平成21年度概算要求，平成19年度決算，平成
21年度年度計画の重点事項（案），平成21年度予算編成方針（案），平成21
年度年度計画（案），平成21年度収入・支出予算書（案）などを審議したほ
か，本学の経営に関し意見交換を行った。 
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【10】 
・ 役員及び経営協議会の委員以外
に，職員についても，大学の経営機
能の向上に資するため，学外の幅広
い分野から専門知識・技能を持つ人
材を必要に応じて登用する。 

【10】 
・ 役員及び経営協議会の委員以外に，
職員についても，大学の経営機能の
向上に資するため，引き続き専門知
識・技能を持つ人材を必要に応じて
登用する。 

Ⅲ ・ 大学の経営機能の向上に資するため，専門知識を持つ人材として，民間から
副理事を，北海道内の金融機関から財務管理室長を，引き続き登用した。 

 

【11】 
・ 上記により学外者を教員として登
用する場合は，前記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げる戦略的配
分システムを活用するほか，平成
１６年度から選考採用についても総
長のリーダーシップの下で行う仕組
みを設ける。 

【11】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 「知財・産学連携本部」において知的財産及び産学連携活動に関する専門的
な業務に従事する特任教授１名及び特任准教授３名，平成21年度に運営組織
として設置する「人材育成本部」に配置する特任教授１名及び「産学連携本部」
に配置する教授１名の選考を人事委員会において行った。 

 

⑦内部監査機能の充実に関する具体的
方策 

【12】 
・ 経理面における内部統制システム
の妥当性の検討・評価やその運用状
況の監視と，業務諸活動の合法性や
合理性の検討・評価を行うため，総
長直属の内部監査組織を平成１６年
度から設置する。 

⑦内部監査機能の充実に関する具体的
方策 

【12】 
・ 平成１６年度に設置した総長直属
の内部監査組織である監査室におい
て，経理面における内部統制システ
ムの妥当性の検討・評価やその運用
状況の監視と，業務諸活動の合法性
や合理性の検討・評価を実施する。 

Ⅲ ・ 監査室において，「経理・財務管理」，「内部統制」，「社会的責任」を監
査項目として監査を行った。 
「経理・財務管理」については，現金収納や契約取引など，部局において個

別に行っている会計事務の執行状況を監査するとともに，職務権限規程や会計
業務マニュアルに基づく事務処理状況の検証等を行った。 
「内部統制」については，競争的資金を中心とする公的研究費の執行状況に

ついて，適正経理及び不正防止の観点から個別・重点的な監査を財務部との協
同で行った。 
「社会的責任」については，ＵＳＲ（大学の社会的責任）やコンプライアン

ス確保の観点から，「本学個人情報管理規程」に定める保有個人情報の管理の
状況について，監事と連携のうえ監査を行った。 
また，これらの結果を「監査報告書」としてとりまとめた。 

 

【13】 
・ 内部監査を行うに当たっては，内
部監査機能と会計監査人や監事の行
う監査機能が密接に関連しているこ
とを考慮し，会計監査人及び監事と
の連携・協力を図りながら，効率的
に実施する。 

【13】 
・ 監査室が内部監査を行うに当たっ
ては，内部監査規程に基づき監査計
画を策定するとともに，監事及び会
計監査人が行う監査業務との重複を
避けるなど効率的に実施する。 

Ⅲ ・ 監査を効率良く行うため，監査室は監査の基本方針や監査対象を定めた年度
監査計画を策定し，監査担当者はこれに基づき，監査実施計画を策定し監査を
行った。監査結果については，必要に応じて，会計監査人及び監事とも情報を
共有した。 
また，監査室員が，会計監査人監査及び監事監査の連絡調整や立会を行うこ

とにより，監査結果等を把握するとともに，総長，監事，会計監査人及び監査
室で大学の問題点，方向性を確認・協議する場を設けた。 
さらに平成20年度は，平成19年度と同様に監事との連携の下，監査室が部

局実態調査を行ったほか，財務部職員を監査担当者に指名のうえ，特定項目に
係る重点的な内部監査を展開し，より効率的かつ効果的に実施した。 
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⑧国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 

【14】 
・ 社団法人国立大学協会の一員とし
て，また北海道内における基幹総合
大学として，後記４の②の「複数大
学による共同業務処理に関する具体
的方策」に掲げるものを中心に，自
主的な連携・協力を促進する。 

⑧国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 

【14】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 北海道地区の各国立大学法人との連携・協力により，以下の共同実施方策に
ついて取りまとめた。 
① 各国立大学法人の業務負担の軽減及びスケールメリットの活用のため，
平成 21 年度から，道内７国立大学法人の資金運用を本学が基幹大学と
なって共同で行うこととし，実施のための協定を締結した。 

② 平成21年度から導入される教員免許更新制に伴う教員免許状更新講習
に関する業務の効率化のため，同年度から，本学を含めた道内６国立大学
法人において，関連の事務を一元的に処理する教員免許状更新講習実施事
務センターを立ち上げることとし，実施のための協定を締結した。 

③ 新たに北海道内の国立大学法人等の人事関係業務担当職員を対象とし，
人事事務処理に必要な基礎的知識を付与することをその目的とした「平成
20年度北海道地区国立大学法人人事事務研修」を実施した。 

 

 ウェイト小計  
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法令の趣旨に則して経営協議会及
び教育研究評議会並びに役員会の運
営を行うとともに，そのプロセスに
おいて研究科等のボトムアップ機能
にも十分配慮することを基本とし
て，総長による戦略的かつ機動的な
トップマネジメントを推進する。 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法人化後の新しい運営組織の下
で，研究科等のボトムアップ機能に
も十分配慮しつつ，引き続き，総長
の下で，戦略的かつ，機動的なトッ
プマネジメントを推進する。 

Ⅲ ・  総長のリーダーシップの下で，各総長室において企画･立案を行い，部局長
等連絡会議による学内の調整を図るなどして，以下の取組を行った。 
① 全学運用教員制度による教員の戦略的配置 
② 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応策の決定 
③ 第二期中期目標・中期計画策定大綱及び基本方針の策定 
④ 創成研究機構の設置の決定 
⑤ 画一的職種区分にとらわれない職種の設定 
⑥ 「ポイント制教員人件費管理システム」の柔軟化の実施及び第二期中期
目標期間における継続運用の決定 

⑦ 平成21年度年度計画の策定 
⑧ 留学生専門教育教員の再配置案の策定 

 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的な経営資源の配分シス
テムを構築し，効果的に運用する。 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的に経営資源を配分する
システムを効果的に運用する。 

 

Ⅲ ・ 「全学運用教員制度」を活用し新規性，先端性等特色ある教育研究プロジェ
クトや，学術的・社会的要請に応える組織再編成に繋がるものなどについて，
優先的にポストを配分した。 

・ 「重点配分経費」については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の
50％及び寄附金の５％を全学に留保し，総長重点配分事業として，第一体育館
の改修事業等に配分したほか，各総長室が企画立案した事項に資金配分を行っ
た。 

・ 研究科等における博士（後期）課程充足率，博士号学位授与率及び外部資金
受入状況を評価基準とする「傾斜配分制度」を引き続き実施した。 

・ 学外の研究機関等からの採用者であって，かつ，研究業績の特に優れた教員
に対して，着任時に教育研究活動の停滞を招くことなく円滑な移行が進められ
るよう，全学的見地から支援する「スタートアップ特別支援事業」を引き続き

 

中 
期 
目 
標 

① 法令及び学内措置により設置する運営組織を効果的・機動的に運営するとともに，研究科等のボトムアップ機能に配慮することなどにより，戦略的かつ機動的なトップ
マネジメントを推進する。 

② 研究科長等が，研究科等の実情に応じ，機動的かつ戦略的な研究科等の運営を行える体制を整備する。 
③ 事務職員が教員と一体となって大学運営業務に従事する体制を確立するための基盤を整備する。 
④ 限られた学内資源を効果的に活用し，教育研究の活性化等を図るため，その一部を留保し，総長のリーダーシップの下に，戦略的に配分するシステムを確立する。 
⑤ 社会の知見を活かしつつ，戦略的かつ機動的な法人の経営を推進するため，学外の有識者・専門家を必要に応じて登用する。 
⑥ 財務規律や業務運営の合理性等の確保に資するため，効率的な内部監査機能の充実を図る。 
⑦ 社団法人国立大学協会の場等を通じて，国立大学間の自主的な連携・協力を促進する。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ① 運営体制の改善に関する目標 

項 目 別 の 状 況 
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実施した。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
・  総長及び理事の迅速な意思決定と
円滑な業務執行を確保するととも
に，経営協議会及び教育研究評議会
における効果的・機動的な審議に資
するため，平成１６年度から学内措
置により以下の運営組織等を設置す
る。 
ア）  総長又は理事のリーダーシッ

プの下に，全学的業務に関し，
企画立案を主たる任務とする
「総長室」と円滑な業務処理を
主たる任務とする「全学委員
会」を設置する。その際，法人
化前の各種学内委員会をその
まま引き継ぐことなく，その任
務・構成を見直すなどして真に
必要なものに精選するほか，審
議プロセスの効率化を図る。 

イ） 総長又は理事の業務遂行を機
動的に補助するため，役員補佐
制度を設ける。 

ウ） 総長又は理事と研究科等の長
とが十分な意思疎通等を行い，
全学的業務に係る効果的な企画
立案や全学的な運営方針の円滑
な具体化に寄与することを任務
とする連絡調整組織を設置す
る。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
・ 研究科長等のリーダーシップの下
で，全学的な運営方針を踏まえつ
つ，自律的な教育研究活動の改善や
研究科等の運営を行えるようにする
ため，平成１６年度から研究科等の
規模等に応じ副研究科長等を置くこ
とができる制度を設けるとともに，

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  
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研究科等の必要に応じてアドバイザ
リーボードを置くなどして，研究科
長等の補佐体制を整備する。 

【5】 
・ 研究科長等の迅速な意思決定や機
動的な業務執行に資するため，教授
会の審議事項を教育研究に関する重
要事項に精選するとともに，研究科
等の実情に応じて，代議員会や専門
委員会の活用を一層促進する。 

【5】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，前
記②の「運営組織の効果的・機動的
な運営に関する具体的方策」に掲げ
る「全学委員会」や「総長室」の運
営に当たっては，構成メンバーとし
て適切な事務職員を参加させるほ
か，関連事務組織との密接な連携を
図る。 

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，
「全学委員会」や「総長室」の運営
に当たっては，引き続き構成メン
バーとして適切な事務職員を参加さ
せるほか，関連事務組織との密接な
連携を図る。 

Ⅲ ・ 各総長室及び全学委員会においては，その運営に当たり１名から４名の事務
職員が室員若しくは委員として参加するとともに，各室を担当する事務組織と
各総長室の連携の下で業務を遂行した。また，具体的な事項に関する検討や提
案を行うワーキンググループ等でも，教員だけではなく，事務職員がその構成
員となり，両者が協働して検討を行った。 

 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参画しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参加しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

Ⅲ ・ 事務職員の採用は，北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験合格者から
の採用を原則とし，当該試験での採用により適切な人材を得がたい場合には，
選考により採用を行うことを可能とし，必要な資質を有する職員の確保に努め
た。事務職員の人事管理に関しては，各職員の意欲・適性・能力等を勘案しつ
つ，男女の均等な機会や待遇の実質的な確保に努めるとともに，資質向上のた
めの階層別研修や専門別研修を実施した。また，事務職員の外国語研修につい
ては，学内における上級クラスの英語研修に加えて，アメリカ（モンタナ州立
大学ほか）及びスウェーデン（ストックホルム：日本学術振興会の学術交流事
業）への海外派遣を実施した。さらに包括的連携協力協定の人材育成に基づく
広報担当の業務研修として，平成20年４月から１年間株式会社電通東京本社
へ職員を派遣した。 

 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，総
長のリーダーシップの下に，以下の
ような資金，人員及びスペースに係
る学内資源を戦略的に配分するシス
テムを確立する。 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，新
総長のリーダーシップの下に，以下
のような資金，人員及びスペースに
係る学内資源を戦略的に配分するシ
ステムを適切に運用する。 

Ⅲ ・ 総長のリーダーシップの下に以下の様な取組を行った。 
ア） 重点配分経費については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の

50％及び寄附金の５％を全学資金として留保し，総長重点配分事業とし
て，厚生補導の充実のための施設改修事業に特に重点をおいて配分した
ほか，女性研究者支援事業の拡大や外国人研究者用宿泊施設の民間借り
上げなど各総長室が企画立案した重点事項に配分した。また，「博士（後
期）課程充足率」，「博士号学位授与率」及び「外部資金受入状況」を
評価基準とする傾斜配分を引き続き実施し，研究科等における教育研究
の活性度や改善のための取組の進捗状況に関する評価を予算配分に反
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法令の趣旨に則して経営協議会及
び教育研究評議会並びに役員会の運
営を行うとともに，そのプロセスに
おいて研究科等のボトムアップ機能
にも十分配慮することを基本とし
て，総長による戦略的かつ機動的な
トップマネジメントを推進する。 

①全学的な経営戦略の確立に関する具
体的方策 

【1】 
・ 法人化後の新しい運営組織の下
で，研究科等のボトムアップ機能に
も十分配慮しつつ，引き続き，総長
の下で，戦略的かつ，機動的なトッ
プマネジメントを推進する。 

Ⅲ ・  総長のリーダーシップの下で，各総長室において企画･立案を行い，部局長
等連絡会議による学内の調整を図るなどして，以下の取組を行った。 
① 全学運用教員制度による教員の戦略的配置 
② 教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応策の決定 
③ 第二期中期目標・中期計画策定大綱及び基本方針の策定 
④ 創成研究機構の設置の決定 
⑤ 画一的職種区分にとらわれない職種の設定 
⑥ 「ポイント制教員人件費管理システム」の柔軟化の実施及び第二期中期
目標期間における継続運用の決定 

⑦ 平成21年度年度計画の策定 
⑧ 留学生専門教育教員の再配置案の策定 

 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的な経営資源の配分シス
テムを構築し，効果的に運用する。 

【2】 
・ 学術研究の動向，学生や社会の多
様なニーズ，地域社会や国際社会へ
の貢献等を踏まえつつ，本学の教育
・研究のより一層の活性化と質の向
上を図るため，後記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げるところに
より，戦略的に経営資源を配分する
システムを効果的に運用する。 

 

Ⅲ ・ 「全学運用教員制度」を活用し新規性，先端性等特色ある教育研究プロジェ
クトや，学術的・社会的要請に応える組織再編成に繋がるものなどについて，
優先的にポストを配分した。 

・ 「重点配分経費」については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の
50％及び寄附金の５％を全学に留保し，総長重点配分事業として，第一体育館
の改修事業等に配分したほか，各総長室が企画立案した事項に資金配分を行っ
た。 

・ 研究科等における博士（後期）課程充足率，博士号学位授与率及び外部資金
受入状況を評価基準とする「傾斜配分制度」を引き続き実施した。 

・ 学外の研究機関等からの採用者であって，かつ，研究業績の特に優れた教員
に対して，着任時に教育研究活動の停滞を招くことなく円滑な移行が進められ
るよう，全学的見地から支援する「スタートアップ特別支援事業」を引き続き

 

中 
期 
目 
標 

① 法令及び学内措置により設置する運営組織を効果的・機動的に運営するとともに，研究科等のボトムアップ機能に配慮することなどにより，戦略的かつ機動的なトップ
マネジメントを推進する。 

② 研究科長等が，研究科等の実情に応じ，機動的かつ戦略的な研究科等の運営を行える体制を整備する。 
③ 事務職員が教員と一体となって大学運営業務に従事する体制を確立するための基盤を整備する。 
④ 限られた学内資源を効果的に活用し，教育研究の活性化等を図るため，その一部を留保し，総長のリーダーシップの下に，戦略的に配分するシステムを確立する。 
⑤ 社会の知見を活かしつつ，戦略的かつ機動的な法人の経営を推進するため，学外の有識者・専門家を必要に応じて登用する。 
⑥ 財務規律や業務運営の合理性等の確保に資するため，効率的な内部監査機能の充実を図る。 
⑦ 社団法人国立大学協会の場等を通じて，国立大学間の自主的な連携・協力を促進する。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ① 運営体制の改善に関する目標 

項 目 別 の 状 況 
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実施した。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
・  総長及び理事の迅速な意思決定と
円滑な業務執行を確保するととも
に，経営協議会及び教育研究評議会
における効果的・機動的な審議に資
するため，平成１６年度から学内措
置により以下の運営組織等を設置す
る。 
ア）  総長又は理事のリーダーシッ

プの下に，全学的業務に関し，
企画立案を主たる任務とする
「総長室」と円滑な業務処理を
主たる任務とする「全学委員
会」を設置する。その際，法人
化前の各種学内委員会をその
まま引き継ぐことなく，その任
務・構成を見直すなどして真に
必要なものに精選するほか，審
議プロセスの効率化を図る。 

イ） 総長又は理事の業務遂行を機
動的に補助するため，役員補佐
制度を設ける。 

ウ） 総長又は理事と研究科等の長
とが十分な意思疎通等を行い，
全学的業務に係る効果的な企画
立案や全学的な運営方針の円滑
な具体化に寄与することを任務
とする連絡調整組織を設置す
る。 

②運営組織の効果的・機動的な運営に
関する具体的方策 

【3】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
・ 研究科長等のリーダーシップの下
で，全学的な運営方針を踏まえつ
つ，自律的な教育研究活動の改善や
研究科等の運営を行えるようにする
ため，平成１６年度から研究科等の
規模等に応じ副研究科長等を置くこ
とができる制度を設けるとともに，

③研究科長等を中心とした機動的・戦
略的な研究科等運営に関する具体的
方策 

【4】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  
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研究科等の必要に応じてアドバイザ
リーボードを置くなどして，研究科
長等の補佐体制を整備する。 

【5】 
・ 研究科長等の迅速な意思決定や機
動的な業務執行に資するため，教授
会の審議事項を教育研究に関する重
要事項に精選するとともに，研究科
等の実情に応じて，代議員会や専門
委員会の活用を一層促進する。 

【5】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，前
記②の「運営組織の効果的・機動的
な運営に関する具体的方策」に掲げ
る「全学委員会」や「総長室」の運
営に当たっては，構成メンバーとし
て適切な事務職員を参加させるほ
か，関連事務組織との密接な連携を
図る。 

④教員・事務職員等による一体的な運
営に関する具体的方策 

【6】 
・ 教員と事務職員とが協働して業務
を遂行する体制の確立を目指し，
「全学委員会」や「総長室」の運営
に当たっては，引き続き構成メン
バーとして適切な事務職員を参加さ
せるほか，関連事務組織との密接な
連携を図る。 

Ⅲ ・ 各総長室及び全学委員会においては，その運営に当たり１名から４名の事務
職員が室員若しくは委員として参加するとともに，各室を担当する事務組織と
各総長室の連携の下で業務を遂行した。また，具体的な事項に関する検討や提
案を行うワーキンググループ等でも，教員だけではなく，事務職員がその構成
員となり，両者が協働して検討を行った。 

 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参画しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

【7】 
・ 事務職員が全学又は研究科等の運
営業務全般に係る企画立案等に積極
的に参加しうる基盤整備の一環とし
て，後記３の⑤の「事務職員等の採
用・養成・人事交流に関する具体的
方策」に掲げるところにより，事務
職員の資質向上を図る。 

Ⅲ ・ 事務職員の採用は，北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験合格者から
の採用を原則とし，当該試験での採用により適切な人材を得がたい場合には，
選考により採用を行うことを可能とし，必要な資質を有する職員の確保に努め
た。事務職員の人事管理に関しては，各職員の意欲・適性・能力等を勘案しつ
つ，男女の均等な機会や待遇の実質的な確保に努めるとともに，資質向上のた
めの階層別研修や専門別研修を実施した。また，事務職員の外国語研修につい
ては，学内における上級クラスの英語研修に加えて，アメリカ（モンタナ州立
大学ほか）及びスウェーデン（ストックホルム：日本学術振興会の学術交流事
業）への海外派遣を実施した。さらに包括的連携協力協定の人材育成に基づく
広報担当の業務研修として，平成20年４月から１年間株式会社電通東京本社
へ職員を派遣した。 

 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，総
長のリーダーシップの下に，以下の
ような資金，人員及びスペースに係
る学内資源を戦略的に配分するシス
テムを確立する。 

⑤全学的視点からの戦略的な学内資源
配分に関する具体的方策 

【8】 
・ 本学における教育研究のより一層
の活性化と質の向上を図るため，新
総長のリーダーシップの下に，以下
のような資金，人員及びスペースに
係る学内資源を戦略的に配分するシ
ステムを適切に運用する。 

Ⅲ ・ 総長のリーダーシップの下に以下の様な取組を行った。 
ア） 重点配分経費については，運営費交付金の一定割合並びに間接経費の

50％及び寄附金の５％を全学資金として留保し，総長重点配分事業とし
て，厚生補導の充実のための施設改修事業に特に重点をおいて配分した
ほか，女性研究者支援事業の拡大や外国人研究者用宿泊施設の民間借り
上げなど各総長室が企画立案した重点事項に配分した。また，「博士（後
期）課程充足率」，「博士号学位授与率」及び「外部資金受入状況」を
評価基準とする傾斜配分を引き続き実施し，研究科等における教育研究
の活性度や改善のための取組の進捗状況に関する評価を予算配分に反
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ア） 資金については，研究科等に
おける教育研究を維持する資金
の確保に留意しつつ，運営費交
付金並びに間接経費及び奨学寄
附金の一定割合を全学に留保
し，個別の事業内容をベースと
する重点配分と研究科等におけ
る教育研究の活性度や改善のた
めの取組の進捗状況に関する評
価をベースとする傾斜配分とに
分けて執行する。なお，傾斜配
分については，研究科等におけ
る教育研究の活性度を評価する
基準等を検討し，平成１８年度 
を目途に実施する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編
成，経営管理の推進に繋がるも
のなどについて，優先的に配分
する。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

ア） 資金については，引き続き研
究科等における教育研究を維持
する資金の確保に留意しつつ，
運営費交付金，間接経費及び奨
学寄附金の一定割合を全学資金
として留保し，総長が重点事項
として選定した事項及び各総長
室が企画立案した事項に重点的
に配分を行う。また，研究科等
における教育研究の活性度に関
する評価を指標とした傾斜配分
を適切に運用する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編制
に繋がるものなどについて優先
的に配分する「全学運用教員制
度」を適切に運用するとともに，
平成２１年度までに全学運用教
員枠を段階的に拡大し充実を図
る。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

映させた。 
イ） 総長の下に留保した教員に係る人件費（教員人件費積算総額の４％の

額（平成19年度から平成21年度までに段階的に５％まで拡大））を配分
する「全学運用教員制度」は，国立大学法人北海道大学全学運用教員規
程により適正な運用を行うこととしており，平成20年度は，同規程に基
づき，「文学研究科応用倫理研究教育センターの支援」，「医学研究科
連携研究センターの充実」，「病院の医療安全管理体制の充実」，「ス
ラブ研究センターの充実」，「量子集積エレクトロニクス研究センター
の充実」，「留学生センターの支援」，「先端生命科学研究院の支援」，
「公共政策大学院の支援」，「未来創薬・医療イノベーション拠点形成
の支援」，「知財・産学連携本部の支援」，「創成科学共同研究機構の
充実」，「評価室の円滑な運営」，「知的財産に関する学内連携強化」
に対し措置を行った。なお，同年度中の活用実績は，教授ポスト22，准
教授ポスト32，講師ポスト１，助教ポスト21及び格上げ９件の措置で
あった。 

ウ） スペースについては，工学部共用実験棟及び北キャンパス総合研究
棟５号館の改築工事，工学部Ｃ棟，医学部中研究棟，理学部３号館，
歯学部研究棟（Ｄ棟），教育学部研究棟及び農学部本館の改修工事に
おいて，共用面積を確保し，各学部の改修計画の進行により最終的に
目標の共用スペースを確保するよう整備を進めた。 
また北キャンパス総合研究棟２号館，旧看護師宿舎などにおいて共用

スペースを科学技術振興調整費によるプロジェクト研究や複数の研究
科等による共同研究に優先的に割り当てた。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・  社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・ 社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

Ⅲ ・ 社会の幅広い知見を大学経営に積極的に活かすため，法令の趣旨に則して，
役員のほか，経営協議会の委員に，企業の経営者・地域経済界など各界からの
有識者を引き続き迎え入れた。 

・ 経営協議会は，４回開催し，平成21年度概算要求，平成19年度決算，平成
21年度年度計画の重点事項（案），平成21年度予算編成方針（案），平成21
年度年度計画（案），平成21年度収入・支出予算書（案）などを審議したほ
か，本学の経営に関し意見交換を行った。 
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ア） 資金については，研究科等に
おける教育研究を維持する資金
の確保に留意しつつ，運営費交
付金並びに間接経費及び奨学寄
附金の一定割合を全学に留保
し，個別の事業内容をベースと
する重点配分と研究科等におけ
る教育研究の活性度や改善のた
めの取組の進捗状況に関する評
価をベースとする傾斜配分とに
分けて執行する。なお，傾斜配
分については，研究科等におけ
る教育研究の活性度を評価する
基準等を検討し，平成１８年度 
を目途に実施する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編
成，経営管理の推進に繋がるも
のなどについて，優先的に配分
する。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

ア） 資金については，引き続き研
究科等における教育研究を維持
する資金の確保に留意しつつ，
運営費交付金，間接経費及び奨
学寄附金の一定割合を全学資金
として留保し，総長が重点事項
として選定した事項及び各総長
室が企画立案した事項に重点的
に配分を行う。また，研究科等
における教育研究の活性度に関
する評価を指標とした傾斜配分
を適切に運用する。 

イ） 人員については，運営費交付
金の一定割合を全学に留保し，
新規性，先端性等特色ある教育
研究プロジェクトや，学術的・
社会的要請に応える組織再編制
に繋がるものなどについて優先
的に配分する「全学運用教員制
度」を適切に運用するとともに，
平成２１年度までに全学運用教
員枠を段階的に拡大し充実を図
る。 

ウ） スペースについては，引き続
き新設・改修施設整備面積の
２０％を目標に共用部分を確保
するなどして，大型の外部資金
を導入した研究プロジェクトや
研究科等の枠組みを越えて行う
教育研究等に優先的に割り当て
る。 

映させた。 
イ） 総長の下に留保した教員に係る人件費（教員人件費積算総額の４％の

額（平成19年度から平成21年度までに段階的に５％まで拡大））を配分
する「全学運用教員制度」は，国立大学法人北海道大学全学運用教員規
程により適正な運用を行うこととしており，平成20年度は，同規程に基
づき，「文学研究科応用倫理研究教育センターの支援」，「医学研究科
連携研究センターの充実」，「病院の医療安全管理体制の充実」，「ス
ラブ研究センターの充実」，「量子集積エレクトロニクス研究センター
の充実」，「留学生センターの支援」，「先端生命科学研究院の支援」，
「公共政策大学院の支援」，「未来創薬・医療イノベーション拠点形成
の支援」，「知財・産学連携本部の支援」，「創成科学共同研究機構の
充実」，「評価室の円滑な運営」，「知的財産に関する学内連携強化」
に対し措置を行った。なお，同年度中の活用実績は，教授ポスト22，准
教授ポスト32，講師ポスト１，助教ポスト21及び格上げ９件の措置で
あった。 

ウ） スペースについては，工学部共用実験棟及び北キャンパス総合研究
棟５号館の改築工事，工学部Ｃ棟，医学部中研究棟，理学部３号館，
歯学部研究棟（Ｄ棟），教育学部研究棟及び農学部本館の改修工事に
おいて，共用面積を確保し，各学部の改修計画の進行により最終的に
目標の共用スペースを確保するよう整備を進めた。 
また北キャンパス総合研究棟２号館，旧看護師宿舎などにおいて共用

スペースを科学技術振興調整費によるプロジェクト研究や複数の研究
科等による共同研究に優先的に割り当てた。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・  社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

⑥学外の有識者・専門家の登用に関す
る具体的方策 

【9】 
・ 社会の幅広い知見を大学経営に積
極的に活かすため，法令の趣旨に則
して，役員のほか，経営協議会の委
員に幅広い分野から学外者を迎え入
れる。 

Ⅲ ・ 社会の幅広い知見を大学経営に積極的に活かすため，法令の趣旨に則して，
役員のほか，経営協議会の委員に，企業の経営者・地域経済界など各界からの
有識者を引き続き迎え入れた。 

・ 経営協議会は，４回開催し，平成21年度概算要求，平成19年度決算，平成
21年度年度計画の重点事項（案），平成21年度予算編成方針（案），平成21
年度年度計画（案），平成21年度収入・支出予算書（案）などを審議したほ
か，本学の経営に関し意見交換を行った。 
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【10】 
・ 役員及び経営協議会の委員以外
に，職員についても，大学の経営機
能の向上に資するため，学外の幅広
い分野から専門知識・技能を持つ人
材を必要に応じて登用する。 

【10】 
・ 役員及び経営協議会の委員以外に，
職員についても，大学の経営機能の
向上に資するため，引き続き専門知
識・技能を持つ人材を必要に応じて
登用する。 

Ⅲ ・ 大学の経営機能の向上に資するため，専門知識を持つ人材として，民間から
副理事を，北海道内の金融機関から財務管理室長を，引き続き登用した。 

 

【11】 
・ 上記により学外者を教員として登
用する場合は，前記⑤の「全学的視
点からの戦略的な学内資源配分に関
する具体的方策」に掲げる戦略的配
分システムを活用するほか，平成
１６年度から選考採用についても総
長のリーダーシップの下で行う仕組
みを設ける。 

【11】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 「知財・産学連携本部」において知的財産及び産学連携活動に関する専門的
な業務に従事する特任教授１名及び特任准教授３名，平成21年度に運営組織
として設置する「人材育成本部」に配置する特任教授１名及び「産学連携本部」
に配置する教授１名の選考を人事委員会において行った。 

 

⑦内部監査機能の充実に関する具体的
方策 

【12】 
・ 経理面における内部統制システム
の妥当性の検討・評価やその運用状
況の監視と，業務諸活動の合法性や
合理性の検討・評価を行うため，総
長直属の内部監査組織を平成１６年
度から設置する。 

⑦内部監査機能の充実に関する具体的
方策 

【12】 
・ 平成１６年度に設置した総長直属
の内部監査組織である監査室におい
て，経理面における内部統制システ
ムの妥当性の検討・評価やその運用
状況の監視と，業務諸活動の合法性
や合理性の検討・評価を実施する。 

Ⅲ ・ 監査室において，「経理・財務管理」，「内部統制」，「社会的責任」を監
査項目として監査を行った。 
「経理・財務管理」については，現金収納や契約取引など，部局において個

別に行っている会計事務の執行状況を監査するとともに，職務権限規程や会計
業務マニュアルに基づく事務処理状況の検証等を行った。 
「内部統制」については，競争的資金を中心とする公的研究費の執行状況に

ついて，適正経理及び不正防止の観点から個別・重点的な監査を財務部との協
同で行った。 
「社会的責任」については，ＵＳＲ（大学の社会的責任）やコンプライアン

ス確保の観点から，「本学個人情報管理規程」に定める保有個人情報の管理の
状況について，監事と連携のうえ監査を行った。 
また，これらの結果を「監査報告書」としてとりまとめた。 

 

【13】 
・ 内部監査を行うに当たっては，内
部監査機能と会計監査人や監事の行
う監査機能が密接に関連しているこ
とを考慮し，会計監査人及び監事と
の連携・協力を図りながら，効率的
に実施する。 

【13】 
・ 監査室が内部監査を行うに当たっ
ては，内部監査規程に基づき監査計
画を策定するとともに，監事及び会
計監査人が行う監査業務との重複を
避けるなど効率的に実施する。 

Ⅲ ・ 監査を効率良く行うため，監査室は監査の基本方針や監査対象を定めた年度
監査計画を策定し，監査担当者はこれに基づき，監査実施計画を策定し監査を
行った。監査結果については，必要に応じて，会計監査人及び監事とも情報を
共有した。 
また，監査室員が，会計監査人監査及び監事監査の連絡調整や立会を行うこ

とにより，監査結果等を把握するとともに，総長，監事，会計監査人及び監査
室で大学の問題点，方向性を確認・協議する場を設けた。 
さらに平成20年度は，平成19年度と同様に監事との連携の下，監査室が部

局実態調査を行ったほか，財務部職員を監査担当者に指名のうえ，特定項目に
係る重点的な内部監査を展開し，より効率的かつ効果的に実施した。 
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⑧国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 

【14】 
・ 社団法人国立大学協会の一員とし
て，また北海道内における基幹総合
大学として，後記４の②の「複数大
学による共同業務処理に関する具体
的方策」に掲げるものを中心に，自
主的な連携・協力を促進する。 

⑧国立大学間の自主的な連携・協力体
制に関する具体的方策 

【14】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 北海道地区の各国立大学法人との連携・協力により，以下の共同実施方策に
ついて取りまとめた。 
① 各国立大学法人の業務負担の軽減及びスケールメリットの活用のため，
平成 21 年度から，道内７国立大学法人の資金運用を本学が基幹大学と
なって共同で行うこととし，実施のための協定を締結した。 

② 平成21年度から導入される教員免許更新制に伴う教員免許状更新講習
に関する業務の効率化のため，同年度から，本学を含めた道内６国立大学
法人において，関連の事務を一元的に処理する教員免許状更新講習実施事
務センターを立ち上げることとし，実施のための協定を締結した。 

③ 新たに北海道内の国立大学法人等の人事関係業務担当職員を対象とし，
人事事務処理に必要な基礎的知識を付与することをその目的とした「平成
20年度北海道地区国立大学法人人事事務研修」を実施した。 

 

 ウェイト小計  
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①教育研究組織の編成・見直しのシス
テムに関する具体的方策 

【15】 
・ 本学の基本的な教育研究組織の見
直しについては，当該組織の長の
リーダーシップの下で自主的・自律
的に検討することを原則とし，自己
点検・評価の結果及び国立大学評価
委員会の評価結果並びに役員会から
の要請等に基づいて検討するための
システムを確立する。 

①教育研究組織の編成・見直しのシス
テムに関する具体的方策 

【15】 
・ 基本的な教育研究組織の見直しに
ついては，これまで行ってきた自己
点検・評価の結果等を踏まえ，当該
組織の長のリーダーシップの下で自
主的・自律的に検討を進める。 

Ⅲ ・ 基本的な教育研究組織（学部，研究科等）の見直しについては，当該組織の
長のリーダーシップの下で検討を進め，平成 20 年４月に「保健科学院（修士
課程）・保健科学研究院」を新設，平成 20 年７月に遺伝子病制御研究所の附
属施設を改組，平成20年10月に低温科学研究所の部門を再編，平成20年11
月に理学研究院附属ゲノムダイナミクス研究センターを新設した。 

・ 引き続き，理学院と工学研究科の化学系分野を融合させた新大学院構想の検
討を行い，平成21年１月に総長の下に「理工系大学院再編協議会」を設置し，
理工系大学院再編に関する重要事項を協議した。 

・ 保健科学院の博士後期課程を設置することについて検討を開始し，平成21
年３月に「組織整備構想審査会」を設置した。 

 

【16】 
・ 自己点検・評価の結果や国立大学
法人評価委員会の評価結果等に基づ
き，役員会が戦略的視点から教育研
究組織の見直しに取り組む必要があ
ると判断する場合には，役員会直属
の組織を設置して，上記の基本的な
教育研究組織を含めて検討できるシ
ステムを確立する。 

【16】 
・ 上記のほか，自己点検・評価の結
果等に基づき，教育研究組織の見直
しに取組むためのシステムについて
引き続き検討し，成案を得る。 

Ⅲ ・ 本学の部局横断的な研究拠点である「創成科学共同研究機構」の在り方を見
直し，学内の研究所や研究センター等を構成組織とする「創成研究機構」を平
成21年度に設置し，同機構に評価委員会を置き，大学運営の視点から各研究
組織の研究活動や運営状況の評価を行い，その評価結果を踏まえて必要な組織
見直しを行う仕組みを導入することとした。 

 

中
期
目
標 

学術研究の動向や社会的ニーズ等を踏まえつつ，教育研究組織の見直しを行うシステムを確立し，成案が得られたものから逐次実施する。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ② 教育研究組織の見直しに関する目標 
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②教育研究組織の見直しの方向性 
【17】 
・ 大学院において，学生所属組織と
教員所属組織を分離することによっ
て，伝統的な学問分野での研究の蓄
積を発展的に継承するとともに，先
端的・学際的な研究と知識の教授を
目的とする「学院・研究院」構想を
検討し，成案が得られたものから逐
次実施する。 

②教育研究組織の見直しの方向性 
【17】 
・ 大学院において学生所属組織と教
員所属組織を分離する「学院・研究
院」構想の一環として，「保健科学
院・保健科学研究院」を設置する。
また，理学院と工学研究科の化学系
分野を融合させた新大学院構想の検
討を引き続き行う。 

Ⅲ ・ 急速に進む医療の高度化や専門化に対応できる幅広い知識と高度な医療技術
の修得を可能にし，保健科学と看護学のそれぞれの分野における実践的指導者
等の育成を目的とする「保健科学院・保健科学研究院」を平成20年４月に設
置した。また，引き続き，理学院と工学研究科の化学系分野を融合させた新大
学院構想の検討を行った。 

 

【18】 
・ 質の高い専門法曹を幅広く養成す
るため，平成１６年度に法学研究科
に法律実務専攻を設置し，専門職学
位を授与する。 

【18】 
・ 高度な専門性と幅広い視野，そし
て人権感覚と倫理性を身に付けた法
曹を養成するため，平成１６年度に
法科大学院として大学院法学研究科
に法律実務専攻を設置しており，引
き続き，法務博士（専門職）の学位
を授与する。 

Ⅲ ・ 平成16年度に法科大学院として設置した法学研究科法律実務専攻における
平成20年度の法務博士（専門職）の学位取得者は107名であった。また，平
成20年度の新司法試験の合格者数は33名（合格率30.6％）であった。 

 

 ウェイト小計  
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①人事評価システムの整備・活用に関
する具体的方策 

【19】 
・ 職員の主体的な資質向上や職務遂
行を促し，本学における教育研究活
動の成果を最大化していくため，
「公務員制度改革大綱」（平成１３
年１２月２５日閣議決定）に基づく
改革の進展状況や私立大学における
動向等を勘案しつつ，職員の能力や
業績を的確に把握しうる公正で納得
性の高い人事評価システムの整備に
ついて検討し，平成１９年度を目途
に実施する。 

①人事評価システムの整備・活用に関
する具体的方策 

【19】 
・ 事務職員の能力や業績を的確に把
握しうる公正で納得性の高い人事評
価システムの導入に向け，平成１９
年度に実施した，医療系職員に対す
る新たな勤務評定の試行結果につい
て検証を行うとともに，平成１９年
度に評定体制等について検討を進め
た技術系職員等に対する試行を実施
し，検証を行う。その上で，国が進
める「新たな人事評価制度」の導入
（平成２０年度以降）に向けた動き
も見据えつつ，平成２１年度の本格
実施に向け，人事評価システム全体
を構築する。 

Ⅲ ・ 平成19年度に実施した医療系職員を対象とした新たな勤務評定の試行結果
について検証を行うとともに，技術系職員及び船員を対象にした試行を実施
し，その検証を行った。また，これまで実施した職種毎の試行結果を踏まえ，
全職種に対する最終的な試行を実施し，平成21年度の本格実施に向けて新た
な人事評価システムを構築した。 

 

【20】 
・ 上記人事評価システムの整備と連
動させて，能力や業績を適正に評価
した人事配置・昇進等を行うととも
に，能力，職責及び業績を適切に反
映したインセンティブの高い給与処
遇を実現する新たな人事・給与制度
の導入について検討し，平成１９年
度を目途に実施する。 

【20】 
・ 「北海道大学事務系職員人事の基
本方針」に基づき，具体的な人事制
度の構築を進め，順次実施する。 

Ⅲ ・ 「北海道大学事務系職員人事の基本方針」に基づき，以下のとおり実施した。 
① 「身上調書」により，職員が希望する専門分野及びキャリアの方向性を
きめ細かく聴取した上で，活力のある組織を目指した人事配置を行った。 

② 昇任者の選考に当たっては，職員の自己分析や昇任に関する意欲を聴取
するとともに，当該職員が所属する事務部の管理職員から推薦調書を提出
させ，それらを参考にしつつ，これまでの職員のキャリアや実績等を審査
し能力の有無を判断した。 

 

中 
期 
目 
標 

① 組織の活性化を促進し，教育研究の質的向上を図るため，職員の能力・業績の適正な評価，柔軟な人事制度の構築及び教員の流動性や多様性の確保に関する方策につい
て検討し，成案が得られたものから逐次実施する。 

② 優れた事務職員等を確保するため，公正な採用の仕組みの確立及び資質の向上等を図る方策を実施する。 
③  中長期的展望の下に，柔軟な教員編制システムの確立及び人件費総額の適切な管理を行うとともに，助手及び技術職員等の職種の在り方についての見直しを行う。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ③ 人事の適正化に関する目標 
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②柔軟で多様な人事制度の構築に関す
る具体的方策 

【21】 
・ 本学における教育研究活動の成果
を社会に還元し，産学官連携の推進
や地域社会への貢献を円滑に推進で
きるようにする視点から，学生の教
育に支障を生じたり，大学と教員と
の利益相反が生じたりしないよう留
意しつつ，教員の兼職・兼業を柔軟
に認める制度を平成１６年度から実
施する。 

②柔軟で多様な人事制度の構築に関す
る具体的方策 

【21】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

【22】 
・ 教育研究に従事し，社会の様々な
分野に寄与することが求められてい
る教員の職務の特性に鑑み，労使協
定を締結し，平成１６年度から主と
して研究に従事する教員に裁量労働
制を導入する。 

【22】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

【23】 
・ Ⅱの１の⑤の「全学的視点からの
戦略的な学内資源配分に関する具体
的な方策」に掲げるところにより採
用する外国人教員や任期付き教員等
を対象とした年俸制の導入や，民間
から人材を登用した際の弾力的な給
与格付け等を視野に入れた柔軟な給
与制度の設計について検討し，平成
１７年度中を目途に実施する。 

【23】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 平成18年度に制定した「国立大学法人北海道大学年俸制の適用に関する内
規」に基づく年俸制の適用実績は，下記のとおりである。 

 
平成20年度 年俸制適用実績 

人   数  

職 名 年俸制 左記以外

年俸制

適用率

特任教授 31 19 62％ 

特任准教授 43 20 68％ 

特任講師 ８ ４ 67％ 

特任助教 82 ７ 92％ 

特任助手 ６ ０ 100％

小計 170 50 77％ 

博士研究員 198 78 72％ 

特定専門職員 17 ０ 100％

合計 385 128 75％  
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【24】 
・ 授業等の職務から離れて自己研鑽
を行う機会等を付与するためのサバ
ティカル・リーブを一定の要件の下
に導入することを検討し，平成１８
年度中を目途に実施する。 

【24】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 「国立大学法人北海道大学教員のサバティカル研修に関する規程」に基づく
サバティカル研修の平成20年度の申請件数は13件あり，その13件全てを承
認した。 

 

【25】 
・ 定年に達した優れた教員を引き続
き本学の教育研究業務等に従事させ
るため，勤務延長制度や再雇用制度
を平成１６年度から導入し，その適
切な運用を図る。 

【25】 
・ 定年に達した優れた教員を引き続
き本学の教育研究業務等に従事させ
るための勤務延長制度や再雇用制度
を適切に運用するとともに，高年齢
者雇用安定法に基づく対応について
検討し，成案を得る。 

Ⅲ ・ 定年に達した教員２名を特任教員として再雇用した。 
① 学務部キャリアセンター１名（情報科学研究科定年退職教授） 
② 東京オフィス１名（理学研究院定年退職教授） 

・ 企画・経営室において，教員に係る高年齢者雇用安定法に基づく対応につい
て検討し，「教員に係る高年齢者雇用安定法に基づく対応の骨子」を取りまと
めた。 

 

③任期制・公募制など教員の流動性向
上に関する具体的方策 

【26】 
・ 教員の流動性を向上させ教育研究
の活性化を図るため，再任可能な任
期制を一定の要件の下に導入するこ
とについて，研究科等の組織単位ご
とに全職種を対象として検討し，成
案が得られた研究科等から逐次実施
する。また，Ⅱの１の⑤の「全学的
視点からの戦略的な学内資源配分に
関する具体的方策」に掲げるところ
により採用する教員については，平
成１６年度から任期制を導入する。 

③任期制・公募制など教員の流動性向
上に関する具体的方策 

【26】 
・ 教員の流動性を向上させ教育研究
を活性化する視点から，再任可能な
任期制を一定の要件の下に導入する
ことについて，引き続き研究科等の
組織単位ごとの検討を促進するため
に必要な取組を行い，成案を得られ
た研究科等から順次任期制を導入す
る。 

Ⅲ ・ 平成19年度以降に新たに採用される「助教」について，平成18年度に策定
した任期制導入にかかる基本方針に基づき任期制を導入することとし，平成20
年度末現在で28の教育研究組織において任期制を導入した。 

 

【27】 
・ 教員に多様な経歴・経験等を持つ
優れた人材を確保するため，教員の
採用及び昇進に当たっては，引き続
き原則として公募により行う。 

【27】 
・ 教員に多様な経歴・経験等を持つ
優れた人材を確保するため，教員の
採用及び昇進に当たっては，原則と
して公募により行う。 

Ⅲ ・ 広く優秀な人材を求めるため，公募を原則とする旨定めた「教員選考の指針」
に基づき，教員の採用・昇任は原則として公募により行った。 
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④外国人・女性等の教員採用の促進に
関する具体的方策 

【28】 
・ 本学が学術研究と人材養成の面で
日本のみならず世界の発展に貢献す
ることを目指す視点から，国際公募
制の導入の検討や給与制度を柔軟化
するなどして，外国人教員採用促進
に必要な基盤整備を行う。 

④外国人・女性等の教員採用の促進に
関する具体的方策 

【28】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

【29-1】 
・ 女性研究者支援室において，女性
研究者活躍のための環境整備と女性
研究者増員のための具体的取り組み
を企画・立案する。 

Ⅲ ・ 女性研究者活躍のための環境整備と女性研究者増員のため以下の施策を講じ
た。 
① 女性研究者支援等の企画・立案業務を行うため，女性研究者支援室に特
任准教授，客員准教授及び学術研究員を配置 

② 科学技術振興調整費「女性研究者支援モデルプラン」の実施（産休・育
休等期間中の研究補助人材の支援，女子学生・大学院生による女子中高生
の理系進路選択支援など） 

③ 文部科学省「女子中高生理系進路選択支援事業」の実施 
④ 病児保育支援（総長室重点配分経費）の実施 

 【29】 
・ 男女共同参画社会基本法並びに雇
用の分野における男女の均等な機会
及び待遇の確保等に関する法律の精
神に則り，ポジティブ・アクション
を含めた総合的な施策を講ずるため
の担当組織を設置するなど種々の取
組により，女性教員の比率を高める。 

【29-2】 
・ 男女共同参画委員会において，ポ
ジティブ・アクションを含めた施策
の実施・推進を図る。 

Ⅲ ・ 上記に加えて，以下の施策を講じた。 
① 女性教員の積極採用のためのポジティブ・アクション北大方式の実施及
び適用部局の拡大（女性教員採用部局への「ポイント制教員人件費管理シ
ステム」によるポイント付与） 

② 男女共同参画に関するシンポジウムの開催 

 

【30】 
・ 育児にあたる必要の生じた本学の
職員や大学院学生，ポストドクター，
外国人研究者等が安心して就労又は
就学できるようにするため，保育園
「子どもの園」の運営の充実等育児
環境の充実整備に努める。 

【30】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 「子どもの園保育園」の平成20年度の入園児童数は，定員60人に対し，月
平均66人であった。 

 

⑤事務職員等の採用・養成・人事交流
に関する具体的方策 

【31】 
・ 事務職員等の採用は，試験採用を
原則とし，その方法では適切な人材
を得がたい場合には，選考により行
う。 

⑤事務職員等の採用・養成・人事交流
に関する具体的方策 

【31】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 事務職員等の採用は，「北海道地区国立大学法人等職員統一採用試験」合格
者から行うことを原則とし，平成21年４月１日付け採用者も含めて，平成20
年度試験から事務職員31名（男17名，女14名），技術職員８名（男５名，
女３名）を採用した。 

  また，平成17年度に定めた「国立大学法人北海道大学職員の選考による採
用に関する要項」に基づき，事務職員２名（女２名）を選考により採用した。 

 

【32】 
・ 事務職員の人事管理に当たっては，
各職員の意欲・適性・能力等を勘案
しつつ，男女の均等な機会や待遇の
実質的な確保に努めるとともに，階

【32】 
・ 事務職員の人事管理に当たっては，
各職員の意欲・適性・能力等を勘案
しつつ，男女の均等な機会や待遇の
実質的な確保に努めるとともに，引

Ⅲ ・ 事務職員の人事管理に当たって，平成18年度に策定した「北海道大学事務
系職員人事の基本方針」の適切な運用により，各職員の意欲・適性・能力等を
勘案しつつ，男女の均等な機会や待遇の実質的な確保に努めた。 
平成21年３月31日現在，事務職員723名のうち女性が213名（29.5％）で

あり，主任以上の事務職員については，513名のうち女性が129名（25.1％）
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層別や専門別研修，民間企業や私立
大学との人事交流等を実施する。ま
た，新たにコース別人事管理制度の
導入について検討し，平成１８年度
を目途に実施する。 

き続き階層別並びに専門別研修を実
施する。 

 

である。 
・ 新採用職員，中堅職員及び係長の階層別研修並びに会計事務研修，教務事務
研修，英語研修，技術職員等への専門別研修を実施した。なお，各研修の受講
者数は次のとおりである。 

初任職員研修   21名（男12名，女 ９名） 
中堅職員研修   29名（男17名，女12名） 
係長研修     14名（男 ８名，女 ６名） 
会計事務研修   18名（男11名，女 ７名） 
教務事務実務研修 20名（男 ９名，女11名） 
英語研修       ５名（男 １名，女 ４名） 
技術職員研修   15名（男13名，女 ２名） 
民間企業派遣研修  １名（女 １名） 
人事事務研修     23名（男14名，女 ９名） 

⑥中長期的観点に立った適切な人員
（人件費）管理に関する具体的方策 

【33】 
・ 研究科等における教授，助教授，
講師及び助手に係る職や人員数，財
源を流動化させ，研究科等がその戦
略に基づき柔軟な教員編制としうる
システムを確立する。 

⑥中長期的観点に立った適切な人員
（人件費）管理に関する具体的方策 

【33】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 平成 18 年度に導入した「ポイント制教員人件費管理システム」の検証を
行った結果，新たな学修分野の充実や同一分野に複数の教授を配置するなど，
各部局等においては，同制度の導入目的である柔軟な教員組織編制がなされて
いた。また，より柔軟な教員編制を可能とするため，平成21年度からポイン
ト数を見直すこととした（准教授0.798→0.8，講師0.748→0.7，助教
0.604→0.6）。 

 

【34】 
・ 助手等の職務実態が多様であるこ
とに鑑み，現状を調査・分析の上，
職務内容に応じた処遇等その在り方
についての見直し方策を検討し，平
成１６年度中を目途に結論を得る。 

【34】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

【35】 
・ 教育研究支援機能を充実させるた
め，技術職員に係る組織や人材養成
システム等の在り方についての見直
し方策を検討し，平成１６年度中を
目途に結論を得る。 

【35】 
・ 教育研究支援本部において，技術
職員の体系的組織化や人材養成シス
テムの運用について，具体的準備を
進める。 

Ⅲ ・ 教育研究支援本部において，体系的組織化に向けた教育研究組織間での人的
交流及び技術に関する情報の共有化について検討を進めた。また，技術職員の
体系的組織化の一環として，機械工作に従事する技術職員が実行委員会を組織
し，全学の関連職員等を対象に「工作技術フォーラム」を実施した。 

・ 人材養成システムの一環として，技術職員の育成及び資質の向上を図るため，
技術職員研修検討ワーキンググループによる企画・立案の下，北海道内の国立
大学法人等の技術職員を対象とした技術職員研修を実施するとともに，学外に
おける全国的な専門研修への派遣を公募により実施した。 
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【36】 
・ 高度の専門性を有する業務に従事
する職員を確保するため，教員，事
務職員等従来の画一的職種区分にと
らわれない職種を設定し，効果的な
運用を図る。 

【36】 
・ 高度の専門性を有する業務に従事
する職員を確保するため，教員，事
務職員等従来の画一的職種区分にと
らわれない職種を設定する。 

Ⅲ ・ 企画・経営室において，教員，事務職員等従来の画一的職種区分にとらわれ
ない職種や処遇等について検討し，平成21年度から，新たに高度の専門性を
有する業務に従事する職員を対象とする専門職群を設けることとした。 

 

【37】 
・総人件費改革の実行計画を踏まえ，
平成２１年度までに概ね４％の人件
費の削減を図る。 

【37】 
・ 平成１７年度に策定した人件費削
減計画に基づき人件費の削減を図
る。 

Ⅲ ・ 教員については，人件費削減を反映させた「ポイント制教員人件費管理シス
テム」に基づき人員管理を行い，事務系職員については，業務の効率化・合理
化等と併せて事務部の統合等により一定の員数を削減した。 

・ これらの計画に基づき，1.9％の人件費の削減を図った。 

 

 ウェイト小計  
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中期計画 年度計画 
進捗

状況
判断理由（計画の実施状況等） 

ウエ 

イト 

①事務組織の機能・編成の見直しに関
する具体的方策 

【38】 
・ 法人化に伴う業務や本学が戦略的
に推進すべき業務を事務局組織が適
切に担いうるよう，事務局組織の機
能・編成を適宜見直し，より効率的
なものに改善する。 

①事務組織の機能・編成の見直しに関
する具体的方策 

【38】 
・ 平成１９年１０月に設置した知財
・産学連携本部に係る事務支援機能
の一層の連携・強化を図るため，事
務局組織の体制について検討する。 

Ⅲ ・ 知的財産・産学連携等に係る事務支援機能の強化を図るため，平成21年度
から，新たに学術国際部に産学連携・研究推進課を設置することとした。 

・ 安全衛生等に係る業務処理の効率化・円滑化に資するため，平成21年度か
ら，これらを処理するための事務組織として，「環境安全衛生室」を総務課内
に設置することとした。 

 

【39】 
・ 事務職員の効率的配置の視点から，
研究科等の事務のうち定型的な人
事，経理事務等を合同処理する体制
を確立する。 

【39】 
・ 研究科等の人事・経理事務等のう
ち，集約化・集中化することで効率
化が図られる業務について，統合処
理する方策を引き続き検討する。 

Ⅲ ・ 定型的な人事・経理業務のうち，引き続き給与計算関係業務のアウトソーシ
ングを実施した。また，出勤簿や休暇簿等の管理業務の統合処理を目指して，
就業管理システム（仮称）の仕様策定を行った。 

・ 電子科学研究所の札幌キャンパス北部（北キャンパス地区）への移転に先立
ち，平成20年４月に電子科学研究所事務部を北キャンパス合同事務部に統合
した。 

・ これまで部局事務部と事務局の２段階で行っていた科学研究費補助金研究計
画調書の受付業務について，調書作成時間の確保と事務の効率化・合理化を図
るため，研究計画調書のチェック作業を事務局で集中的に実施した。 

 

【40】 
・ 研究科等の図書関係部門を附属図
書館事務部の下に一元管理し，図書
及び雑誌等の発注，受入，目録作成
等の管理業務を集中化する。 

【40】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

中
期
目
標 

事務組織の機能や編成を適宜見直し，機動的な事務組織編成になるようにするとともに，アウトソーシング等により，事務処理の簡素化・効率化を図る。 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化 
 ④ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
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【41】 
・ 事務組織を巡る環境の変化に応じ
た機動的な人員配置を行えるように
するため，事務職員を全学的に一元
管理する仕組みを確立する。 

【41】 
（２０年度は年度計画なし） 

 （記載無し）  

【42】 
・ 特定研究科等に定員内職員として
配置されている教室系事務担当者に
ついて，限られた人員を有効に活用
するなどの視点から，段階的にその
廃止に取り組む。 

【42】 
・ 特定研究科等に正規職員として配
置されている教室系事務担当者の定
年退職者不補充措置を継続するとと
もに，平成２２年度の全面廃止に向
けた準備を行う。 

Ⅲ ・ 特定研究科等に正規職員として配置されている教室系事務担当者の段階的な
廃止を引き続き実施し，平成19年度定年退職者４名の後任を不補充とした。  
また，中央事務へ５名配置換するなど，廃止に向けた準備を行った。 

 

②複数大学による共同業務処理に関す
る具体的方策 

【43】 
・ 事務職員等の採用試験に関する業
務等，複数大学が共同して行うこと
により，効率的な業務処理を期待し
うるものの有無について検討し，成
案が得られたものから逐次実施す
る。 

②複数大学による共同業務処理に関す
る具体的方策 

【43】 
（２０年度は年度計画なし） 

 ・ 北海道地区の各国立大学法人との連携・協力により，以下の共同実施方策に
ついて取りまとめた。 
① 各国立大学法人の業務負担の軽減及びスケールメリットの活用のため，
平成 21 年度から，道内７国立大学法人の資金運用を本学が基幹大学と
なって共同で行うこととし，実施のための協定を締結した。 

② 平成21年度から導入される教員免許更新制に伴う教員免許状更新講習
に関する業務の効率化のため，同年度から，本学を含めた道内６国立大学
法人において，関連の事務を一元的に処理する教員免許状更新講習実施事
務センターを立ち上げることとし，実施のための協定を締結した。 

③ 新たに北海道内の国立大学法人等の人事関係業務担当職員を対象とし，
人事事務処理に必要な基礎的知識を付与することをその目的とした「平成
20年度北海道地区国立大学法人人事事務研修」を実施した。    

 

③業務のアウトソーシング等に関する
具体的方策 

【44-1】 
・ 旅費関係業務及び給与計算関係業
務等のアウトソーシングについて引
き続き実施するとともに，正規職員
が担っている業務のうち派遣職員や
再雇用職員に切り替え可能なものに
ついては，順次派遣職員又は再雇用
職員の活用を推進する。 

Ⅲ ・ 平成20年度においても，旅費関係業務等のアウトソーシング及び給与計算
関係業務のアウトソーシングを引き続き実施した。 

・ 正規職員が担っている事務用機器操作業務，秘書業務，受付案内業務などの
定型的業務について，派遣職員等の活用を引き続き実施した。 

 ③業務のアウトソーシング等に関する
具体的方策 

【44】 
・ 本学における各種業務の内容・性
格等を分析し，アウトソーシングが
可能かどうかを例外なく検討する予
算編成と一体化した仕組みを確立す
る。 

【44-2】 
・ 財務担当理事（事務局長）を中心
として，業務改善に向けた検討を行
う。 

Ⅲ ・ 財務担当理事（事務局長）を中心として，札幌キャンパスにおける施設の小
規模保全，応急的な措置及び緊急的な修理業務について，再雇用職員及び派遣
職員を活用する方策について検討し，平成21年度から施設保全センターを設
置することとした。 

 



北海道大学 

- 25 -

【45-1】 
・ 授業料債権管理事務の効率化，合
理化を図る観点から，教務情報シス
テム，授業料債権管理事務システム，
入学料収納システム等のデータ連携
を考慮したシステムの構築に着手す
る。 

Ⅲ ・ 教務システム，授業料債権管理事務システム，入学料収納システム等のデー
タ連携を考慮した学納金管理システムを導入し，運用を開始した。 

 【45】 
・ 経理，人事等の事務処理の一層の
電子化に取り組み，業務の効率化を
図る。 

【45-2】 
・ 出退勤管理業務の効率化を図る観
点から，新人事システムとの一体化
を考慮した出退勤管理システムの構
築に着手する。 

Ⅲ ・ 新人事情報システムとの一体化を考慮した就業管理システム（仮称）の平成
21年度の導入，試行運用を目指し準備を進めた。 

 

ウェイト小計   

ウェイト総計  
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１．特記事項 
 
１．総長室体制によるトップマネジメントの強化 

法人化後の本学のトップマネジメントを支える体制として，引き続き総長室（企
画・経営室，教育改革室，研究戦略室，国際交流室，施設・環境計画室），評価室
及び広報室を置き，役員補佐として15名の教員を配置している。各室は，全学的視
点による企画･立案を行い，最終的には役員会の議を経て総長が大学としての意志を
決定している。平成18年度からは，財政基盤強化のため総長直轄の基金室（室長は
総長）を設置し，50億円を目標額として募金活動を行っている。 
戦略的な資源配分としては，重点配分経費（平成20年度は総額で約17億円）を，

厚生補導の充実のための施設改修事業等に配分したほか，各総長室が企画・立案し
た事項に配分した。また，全学運用教員（実績数：教授ポスト22，准教授ポスト32，
講師ポスト１，助教ポスト21，ポストの格上等の措置９）については，総長のリー
ダーシップにより，新規学問領域創成に対する支援，新規組織等に対する支援，外
国語教育への支援などに重点的に配分した。 
 

２．企画立案部門の活動状況等 
本学の運営に関する重要事項について企画・立案機能を果たすための５つの総長

室は，室長である担当理事，役員補佐，教員の中から選ばれた室員及び関連部門の
事務局部長から構成されている。平成20年度中の各総長室の活動状況等は下記のと
おりである。 

（１）企画・経営室 
企画・経営室会議は５回開催された。同室では機動的な検討を行うため，定期的

に企画・経営室連絡会（理事，役員補佐，事務担当者等で構成される）を開催し，
企画・提案事項の細部の検討を行った。主な活動実績は，ジェンダーに関する研究
教育体制の整備，教員の高年齢者雇用安定法に基づく対応案の作成，画一的職種区
分にとらわれない職種の設定，ポイント制教員人件費管理システムの柔軟化，人材
育成本部設置構想案及び平成21年度年度計画の検討などである。 

（２）教育改革室 
教育改革室会議は13回開催された。同室は３班体制（教務関係，入試関係，学生

サービス関係）をとり，担当役員補佐を中心に検討課題等の整理を行った。また，
室長と役員補佐が集まり「責任者会議」を開催している。主な活動実績は，大学入
試制度の改革，「学士課程教育の構築（中教審答申）」に係る教育内容・方法の改
善，自由設計科目の制定，大学院の学位授与体制の見直し，ピアサポート体制の構
築，授業評価の利用方策の検討などである。 

（３）研究戦略室 
研究戦略室会議は５回開催された。同室では検討課題等の整理を行うため，定期

的に研究戦略室役員補佐会（担当部課長も参画）を開催している。主な活動実績は，

重点配分経費による研究支援（大型科学研究費補助金や大型外部資金の獲得を目指
している研究に対する研究助成等），創成研究機構設置構想案及び国際産学官連携
ポリシーの検討などである。 

（４）国際交流室 
国際交流室会議は11回開催された。同室では，定期的に役員補佐会（担当副理事

（部長）及び課長も参画）を開催していたが，10月からは国際戦略本部会議（担当
副理事（部長），課長，課長補佐及びプロジェクトプランナーも参画）として毎週
開催し，より機動的な体制とした。主な活動実績は，大学間交流協定の締結（17件），
外国人研究者等の民間居室借上，「留学生サポート・デスク」の設置，日本語ワー
クショップの開催及び本学大学院への留学を検討している外国人学生向けホーム
ページの構築の検討などである。また，同室の下に，留学生支援策検討ワーキング
グループほか２つのワーキンググループを設置し，留学生（外国人研究者を含む。）
受入に係る諸問題について検討を行った。 

（５）施設・環境計画室 
施設・環境計画室会議は11回開催された。同室では機動的な検討を行うため，定

期的に環境配慮促進部会，キャンパス・マスタープラン部会及び施設マネジメント
部会並びに施設・環境計画室準備会議（室長，役員補佐，室担当准教授，事務担当
部課長で構成）及び各ワーキンググループ（歴史的資産活用ワーキンググループ，
生態環境ワーキンググループ，実現プログラム推進ワーキンググループ，環境負荷
低減対策ワーキンググループ）を開催している。主な活動実績は，キャンパス・マ
スタープラン2006に基づく施設整備，環境対策としての入構車両の抑制案，老朽化
防止対策経費を活用して対応する事業案，Ｇ８大学サミット札幌宣言実現に向けた
取組及び2007年度環境報告書案の検討などである。 

 
３．「第二期（平成22年度～平成27年度）中期目標・中期計画策定大綱」及び「第
二期（平22年度～平成27年度）中期目標・中期計画に係る基本方針」の策定 
第二期中期目標・中期計画の策定作業のため，平成19年９月25日に総長を本部

長とする「中期目標・計画策定本部」を設置して検討を進め，平成20年度には総長
の考え方をベースにした「第二期中期目標・中期計画策定大綱」及びその策定大綱
を踏まえた「第二期中期目標・中期計画に係る基本方針」を策定し，学内に公表し
た。  
その後，これら「策定大綱」及び「基本方針」を踏まえ，第二期中期目標・中期

計画本文の作成を開始した。 
 

４．事務系職員を対象とした新たな人事評価システムの構築 
これまで職種毎に人事評価システムの試行を実施し，本格実施のための準備を重

ねてきたが，これらの結果を踏まえ，平成20年度には全職員に対する最終的な試行
を実施するとともに，平成21年度からの本格運用に向け，事務系職員を対象とする

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 
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新たな人事評価システムを構築した。 
 

５．大学共同処理業務の促進 
これまで北海道内の基幹総合大学として「北海道地区国立大学法人等職員統一採

用試験」の採用事務室を本学に置いて実施し，事務職員の資質向上を図るために各
種階層別研修や専門別研修を行ってきたが，平成20年度からは新たに，各国立大学
法人の人事関係業務担当職員を対象に，人事事務処理に必要な基礎知識を付与する
ことを目的とした「北海道地区国立大学法人人事事務研修」を大学共通業務として
企画・実施した。 
また，各国立大学法人の業務負担の軽減及びスケールメリットの活用のため，平

成21年度から，北海道内７国立大学法人の資金運用を本学が基幹大学として共同で
行うこととし，そのための協定を締結した。さらに，平成21年度から教員免許更新
制が導入されることに伴い，北海道内６国立大学法人において，教員免許状更新講
習受講者の利便性の向上及び事務の合理化を目的として，教員免許状更新講習に係
る募集や申込受付等の事務を一元的に処理する，教員免許状更新講習実施事務セン
ターを平成21年度から立ち上げることとし，そのための協定を締結した。 

 
 
２．共通事項に係る取組状況 
 
１．戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。 
① 企画立案部門の活動状況，具体的検討結果，実施状況 

「特記事項の２参照」 
② 法令や内部規則に基づいた手続きにしたがって意志決定されているか 

法令に基づき，経営に関する重要事項については経営協議会，教育研究に関す
る重要事項については教育研究評議会において審議を行い，役員会の議を経て最
終の意志決定を行った。また，その過程において，部局等のボトムアップ機能に
も十分配慮しつつ円滑な大学運営に資するため，部局長等連絡会議において意見
聴取を行った。 
 

２．法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。 
① 法人の経営戦略に基づく総長裁量経費・人員枠やその他の戦略的配分経費の措
置状況，事業の実施状況（教育研究の専門的な観点からの評価は行わない。） 
・ 重点配分経費（平成16年度導入） 

運営費交付金等から約17億円の財源を全学に留保し，厚生補導の充実のため
の施設改修事業のほか，各総長室が企画立案した事項に重点的に配分した。 

・ 全学運用教員制度（平成18年度導入） 
教員に係る総人件費の４％（平成18年度から段階的に５％に拡大）を総長の

下に留保し，新規学問領域創成に対する支援などに重点的に配分した。活用実
績は，教授ポスト 22，准教授ポスト 32，講師ポスト１，助教ポスト 21，ポス
トの格上等措置９である。 

・ ポイント制教員人件費管理システム（平成18年度導入） 
法人化による人件費総額管理のメリットを活かし，教員をポイントで換算し，

当該研究科等の総ポイント内であれば，職種及び員数にとらわれない柔軟な教
員配置を可能とする制度を導入している。 

  なお，より柔軟な教員組織編制を可能とするため，平成21年度からポイント
数を見直すこととした（准教授0.798→0.8，講師0.748→0.7，助教0.604→0.6）。 

・ 傾斜配分制度（平成18年度導入） 
研究科等における「博士（後期）課程充足率」，「博士号学位授与率」及び

「外部資金受入状況」を評価基準とし，研究科等における教育研究の活性度や
改善のための取組の進捗状況を予算配分に反映させている。 

・ 特任教員制度（平成18年度導入） 
外部資金等による教員の雇用と処遇を整理するとともに，年俸制の適用を可

能とし，教員採用を柔軟化している。活用実績は，特任教授31，特任准教授43，
特任講師８，特任助教82，特任助手６である。 

・ スタートアップ特別支援事業（平成18年度導入） 
学外研究機関等から採用した特に研究業績の優れた教員に対して，研究活動

を円滑に開始するための支援経費として25名に対し総額10,318千円を措置し
た。 

 
３．業務運営の効率化を図っているか。 
① 事務組織の再編・合理化等，業務運営の合理化に向けた取組実績 
・ 知的財産・産学連携等に係る事務支援機能の強化を図るため，平成21年度か

ら，新たに学術国際部産学連携・研究推進課を設置することとした。 
・ 電子科学研究所の札幌キャンパス北部（北キャンパス地区）への移転に先立
ち，平成20年４月に電子科学研究所事務部を北キャンパス合同事務部に統合し
た。 

・ これまで部局事務部と事務局の２段階で行っていた科学研究費補助金研究計
画調書の受付業務について，調書作成時間の確保と事務の効率化・合理化を図
るため，研究計画調書のチェック作業を事務局に一元化し，集中的に実施した。 

・ 札幌キャンパスにおける施設の小規模保全，応急的な措置及び緊急的な修理
業務について，これらの迅速かつ効率的な処理を行うため，平成 21 年度から
施設保全センターを設置することとした。 

 ・ 教務システム，授業料債権管理事務システム，入学料収納システム等のデー
タ連携を考慮した学納金管理システムを新たに導入し，運用を開始した。 

・ 平成 21 年度の導入，試行運用を目指して，新人事情報システムとの一体化
を考慮した就業管理システム（仮称）の調達に着手した。 

② 各種会議・全学的委員会等の見直し，管理運営システムのスリム化・効率化等，
管理運営の効率化に向けた取組実績 
・ 法人化の際に，各種の全学委員会及び専門委員会を整理統合し，企画立案機
能については５つの総長室に集約した。また，法令等に基づき特定の機能を果
たすために必要なものなどに厳選し，審議プロセスの効率化を図っている。 
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・ 安全衛生等に関する業務処理を一括して行うための事務組織として，平成21
年度に，「環境安全衛生室」を総務課内に設置し，その業務処理の効率化を図
ることとした。 

・ 第二期中期目標期間におけるより効率的・効果的な大学運営を行うための体
制見直しについて検討を開始した。 

 
４．収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。 
  学士課程では 110.0％，修士課程では 109.8％，博士課程では 96.6％，専門職学
位課程では94.8％と，いずれも90％を上回っており，収容定員を適切に充足した教
育研究を行った。 

 
５．外部有識者の積極的活用を行っているか。 
① 外部有識者の活用状況 
 社会の幅広い知見を大学経営に活かすため，法令の趣旨に則して，役員のほか，
経営協議会委員に，企業の経営者・地域経済界など各界からの有識者を迎え入れ
ている。また，大学の経営機能の向上に資するため，専門知識を有する人材とし
て，引き続き民間から副理事を，北海道内の金融機関から財務管理室長を登用し
ている。 

② 経営協議会の審議状況及び運営への活用状況 
経営協議会は４回開催し，平成21年度概算要求，平成19年度決算，中期目標

期間に係る業務の実績に関する報告書（案）等，平成21年度年度計画の重点事項
（案），平成21年度予算編成方針（案），中期計画の変更，平成21年度年度計
画（案），平成21年度収入・支出予算書（案）などを審議した。 

   また，平成22年度から始まる第二期中期目標・中期計画の策定に先立ち作成し
た「第二期中期目標・中期計画策定大綱」及び「第二期中期目標・中期計画に係
る基本方針」について，各回の経営協議会において進捗状況を報告するとともに，
意見交換を行い，そこで出された学外委員からの様々な意見を，同「大綱」及び
「基本方針」に反映させた。 

 ③ 全学的な広報に関する企画立案等を協議する組織として総長が室長となり理事
・役員補佐等で構成されている「広報室」を設けている。この協議の場に(株)電
通北海道の職員にオブザーバー参加を依頼し，大学の様々な広報活動についての
意見を聴取し参考とした。 

 
６．監査機能の充実が図られているか。 
① 内部監査，監事監査，会計監査の実施状況及び監査結果の運営への反映状況 

  １）監事監査 
     監事監査計画に基づき，定期監査（会計監査）のほか，業務に関する臨時

監査（実地監査）を行った。 
     臨時監査の結果については，平成 21 年３月に総長に監査報告書を提出し

た。 
また，平成 19 年度の監査で緊急に取り組む課題として提言を行った施設

有効活用のための合理的現地調査の必要性に関しては，平成 20 年度におい
て施設・環境計画室施設マネジメント部会による施設有効活用実態調査を実
施し，細部にわたる調査に基づき，各部局等に是正を促すなどの取組がなさ
れている。 

２）内部監査 
     総長直属の監査室において，ⅰ）経理・財務管理の会計処理に係る検証，

ⅱ）競争的資金を中心とする公的研究費の適切な執行の徹底と不正等防止の
観点からの個別・重点的な監査，ⅲ）個人情報の管理状況と情報漏洩防止等
の対策状況に係る監査，を実施した。 

     また，これらの監査での指摘事項に基づき，是正や見直しを行ったほか，
個人情報の管理に係る全学的マニュアルの作成の検討にも着手することと
した。 

 
７．男女共同参画の推進に向けた取組が行われているか。 
① 男女共同参画に関する具体的な取組指針や計画等の策定，男女共同参画推進の
ための組織の設置等，学内での男女共同参画推進に向けた取組状況 

  平成16年度に男女共同参画委員会を設置した。また，平成18年度には男女共
同参画委員会の下に女性研究者支援室を設置し，2020年までに女性研究者比率を
20％に拡大することを目指し，随時，各種事業を展開している。 

② 女性教職員の採用・登用に向けた取組 
「女性教員積極採用のためのポジティブアクション北大方式」として，女性教

員を採用した部局に対して，「ポイント制教員人件費管理システム」によるポイ
ントを付与し，女性教員の採用を促している。 

③ 仕事と育児等の両立を支援し，女性教職員が活躍できる環境づくりに向けた取
組状況 

   認可保育園として「子どもの園保育園」を，無認可保育園として「北大病院保
育園ポプラ」を設置している。また，女性教員が安心して育児に当たることがで
きるよう，産休・育休期間中等の研究補助人材支援を実施している。さらに，平
成20年度からは，子どもの急病等による研究の中断等を解消するため，病児保育
支援を実施している。 

 




